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『消費者行政法』正誤表  

 

以下の誤りがございました。お詫びして、訂正させていただきます。  

 

・16 頁本文下から７行目  

【誤】行政指導に該当するため  

【正】行政指導の実効性を確保するための事実行為に該当する場合、  

 

・16 頁本文下から４行目  

【誤】行政指導としての  

【正】行政指導の実効性を確保するための  

 

・390 頁下から 11 行目  

【誤】板倉陽一郎（いたくらよういちろう）第５章Ⅱ・Ⅵ  

【正】板倉陽一郎（いたくらよういちろう）第５章Ⅱ・Ⅴ１  


